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伴走型支援において求められる支援者の行動
大部　令絵

Supporter Behavior Required for Accompanying Support
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要約：地域共生社会の実現に向けて，伴走型支援と問題解決型支援とをあわせて行う必要がある．しか
し，伴走型支援に求められる支援者の具体的な行動は明示されていない．本研究では，伴走型支援の行
動に関する文献研究，及び千葉県中核地域生活支援センターの伴走型支援の事例分析を通じ，伴走型支
援において支援者に求められる行動を検討した．その結果，文献に共通して，伴走型支援の行動として
相談者・支援者間で信頼関係を構築する具体的行動が示された一方，支援者以外の団体・個人との関係
構築に関する行動には違いがみられた．また，事例分析の結果，一定数の相談者に何らかのコミュニ
ケーション上の困難がみられ，他者との関係性構築に時間と工夫を要していた．以上より，断らない相
談支援の枠組みの中で，相談者にあった方法・ペースで関係構築をしていくことの重要性が示唆され
た．

キーワード：地域共生社会，伴走型支援，信頼関係の構築

Abstract：For building a community symbiotic society, accompanied support and problem-solving 
support are should be provided together. Nevertheless, specific support actions of professional social 
workers are not clearly yet. The purpose of this article is to examine support actions which are 
needed for professional social workers doing accompanying support, through a literature study and 
an analysis of support cases by “Chiba Prefecture Core Community Life Support Center.” The result 
of literature study, accompanying support actions for building a relationship of trust were common 
among literatures, while there were differences in the actions for building a relationship with others 
other than the social workers. Moreover, the result of an analysis of support cases described that 
many clients had some communication difficulties and needed much time and ingenuity for building 
a relationship with others. Therefore, in a consultation support without refusal, it was suggested that 
building a relationship through the method and the pace which a client is important. 
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Ⅰ．はじめに
地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参

加・協働の推進に関する検討会（地域共生社会推
進検討会）においては，包括的な支援体制を全国
的に整備するための方策，社会保障において強化
すべき機能，多様な社会参加と多様な主体の協働
推進に必要な方策が議論されてきた．検討会の最
終とりまとめには，今後“つながり続けることを
目指すアプローチ（以下，伴走型支援）”が求め
られること，専門職による伴走型支援とは，時間
をかけてアセスメントし課題を解きほぐすととも
に，本人と世帯の状態の変化に寄り添う継続的な
支援である，ということが記されている（厚生労
働省 2019）．

これまで，我が国の対人支援には課題解決型ア
プローチが用いられてきた．課題解決型とは，個
人の典型的リスクに対して現金・現物を給付する
というものであり，その介入による個人や家族，
地域，社会制度等の変化に着目する．社会福祉領
域で Evidence-Based Practice（根拠に基づく実
践 ） に 関 心 が 持 た れ 始 め た 2000 年 代（山 口
2014）以降，目標達成状況を測定するプロセス評
価，支援成果に基づくアウトカム評価，単一事例
実験計画法など，課題解決の根拠を示す評価の導
入が進み，今日に至る．しかし，伴走型支援は“つ
ながり続けること”そのものを支援としているこ
とから，生きづらさに対するアセスメントはある
にせよ，解決される課題を規定できるわけでもな
ければ，明確な目標の達成やその評価がなされる
とも限らない．

このように，伴走型支援が従来の対人支援には
ない要素を備えていることは明白であるが，伴走
型支援の概念枠組み，すなわち「何がなされれば
伴走型支援といえるのか」は，地域共生社会推進
検討会最終とりまとめに明示されていない．2021
年度から開始された社会福祉士養成新カリキュラ
ムにおいても，「伴走型支援」という言葉こそ含

まれるものの，伴走型支援の具体的な理論と方法
には触れられていない．この点について，日本伴
走型支援協会（2021）は伴走型支援に対する専門
家の意見を集約し，つながる（相談者と支援者と
の関係性の構築），つなげる（支援者以外の他者
と相談者との関係性の構築・拡大），もどす・つ
なぎ直す（支援者が“つなげた”関係性から必要
に応じて相談者を切り離す・切り離した関係性と
は別の他者と相談者を再び“つなげる”），という
専門職の 3 つの支援行動を挙げているが，同時
に，その内容はあくまで“現段階でのもの”であ
るとしている．

ところで，地域共生社会において人々の複雑・
多様なニーズに対応する包括的な支援体制を構築
するにあたっては，“断らない相談支援”，“参加
支援”，“地域づくりに向けた支援”を一体的に
行っていくことが求められている（厚生労働省
2019）．そうした支援体制を“地域共生社会”と
いう概念が提唱される以前から構築し実践してき
た事業として，千葉県中核地域生活支援センター
事業（以下，中核センター）が挙げられる．同取
組は 2004 年 10 月から開始された千葉県独自の取
組であり，県内の健康福祉圏域ごとに拠点として
の中核センターを設置し，分野横断的な包括的相
談支援，関連機関のコーディネート，権利擁護，
市区町村バックアップを，広域的に，かつ高度な
専門性をもって実施している．対象を限定せずに
総合相談を行う事業は，2000 年代以降，大阪府
や横浜市など複数の地方自治体においても行われ
てきた（佐藤 2005）．しかし，取組開始当初から
24 時間・365 日体制で相談を受け，相談者に寄り
添う支援を提供する中核センターの取組は他に類
を見ない．これまでの伴走型支援の議論を整理し
たうえで，中核センターのような先行事例と照ら
し合わせることは，「何がなされれば伴走型支援
といえるのか」を示す概念枠組みの妥当性の確保
につながる．
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以上より，本論では，我が国における伴走型支
援に関する文献を整理し，伴走型支援における支
援者の行動の概念枠組み（以下，行動枠組み）を
検討するとともに，中核センターの事例をその行
動枠組みに照らすことで，その妥当性を検証する
ことを目的とした．具体的には，次章において，
日本におけるこれまでの伴走型支援，及び中核セ
ンターの示す支援について文献をもとにまとめ
た．これらに示された伴走型支援における支援者
の行動の共通点及び相違点を整理し，行動枠組み
案とした．そして，中核センターの支援者が長期
間関わり続けている 22 事例を対象として行動枠
組み案に照らし，行動枠組み案の妥当性を検証し
た．

Ⅱ．伴走型支援に関する文献の整理
1．地域共生社会の実現にあたり求められる伴走

型支援
地域共生社会推進検討会最終とりまとめにおい

ては，伴走型支援・課題解決型支援のどちらにお
いても「本人を中心として寄り添う意識をもって
支援に当たることを重視していくことが求められ
ている」と記されている．また，専門職による伴
走型支援について「専門職が時間をかけてアセス
メントを行い，課題を解きほぐすとともに，本人
と世帯の状態の変化に寄り添う継続的な支援」と
している．支援の継続性，生きづらさの背景理解
と並び，伴走型支援の説明に用いられている“寄
り添う”という言葉は本来，「もたれかかるよう
に，そばに寄る（デジタル大辞林）」という，対
象と自己との距離が非常に近い状態を示す．ただ
し，「気持ちに寄り添う」という表現があるよう
に，“寄り添う”対象は具体物に限定されない．
地域共生社会推進検討会最終とりまとめに記され
た“寄り添う”の対象は，支援を要する本人，世
帯，及び本人や世帯の状態の変化である．このこ
とから，“伴走型支援を行う”と言った場合，支

援を要する本人や世帯を構成する家族の生活に継
続的に関わり合うことを通して，問題解決に伴う
変化はもとより，ライフステージに伴う長期的な
変化を分かち合える身近な距離感で，本人や世帯
の生活に対し共感的理解を深めることが求められ
る．なお，このように人生における変化に寄り添
う営みは，ケアリングの領域においても論じられ
てきた．例えば，Mayeroff（=1987）は「一人の
人格をケアするとは，最も深い意味で，その人が
成長すること，自己実現することをたすけること
である」とし，ケアの基本的なパターンとして，
他者を自分自身の延長として捉えながらも，同時
に独立した成長する欲求を持った存在として感じ
考えること，支援の押し付けでも“他者の意思任
せ”でもなく，他者の成長を目指しケアの意思決
定がなされること，ケアする相手に対して専心的
に応答すること，を挙げている．

2．伴走型支援に関するガイドライン・マニュア
ル等

地域共生社会推進検討会最終とりまとめ以降，
支援を要する対象属性別の伴走型支援のガイドラ
イン・マニュアル等がつくられてきた．例えば，
令和 2 年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助
金（社会福祉推進事業）による『伴走型支援に関
する映像教材及びその活用の手引き』（日本伴走
型支援協会 2021），ホームレス支援全国ネット
ワーク（2020）『伴走型支援って何？―地域共生
社会におけるキーワード「伴走型支援」につい
て』，日本認知症グループホーム協会（2021）『伴
走型相談支援マニュアル～認知症高齢者グループ
ホームで「認知症伴走型支援事業」に取り組むた
めに～』，厚生労働省（2021）『自立生活援助の運
営ガイドブック』が挙げられる．地域共生社会に
おける伴走型支援は，その実施体制として“断ら
ない相談支援”が求められることから，“支援対
象の属性に焦点をあてた伴走型支援”は矛盾を含



社会福祉　第 62 号　2021

－ 104 －

むものとも捉えることができる．しかし，我が国
の福祉が典型的リスクを対象とした課題解決型支
援を進めていくことで発展してきたという経緯を
鑑み，本論では上記についても参考として概要を
とりあげることとした．
『伴走型支援に関する映像教材及びその活用の

手引き』（日本伴走型支援協会 2021）は，地域共
生社会推進検討会をふまえ，伴走型支援の内容，
つながり続けることを目指す意義等についての考
え方を示したものである．この中で，伴走型支援
における専門職の働きとして，“つながる”，“つ
なげる”，“もどし・つなぎ直す”が挙げられてい
る．この 3 つの働きは，映像教材の講師を務める
奥田知志氏の著書（奥田 2021）にも“専門職の
役割”として示されている．すなわち，3 つの働
きのうち，“つながる”とは孤立した状態にある
人と支援者自身が関係性を構築することを意味す
る．奥田（2021）は，孤立した人と“つながる”
ための知識や技術は今後の検討課題であること，
一方でつながりのあり方は多様であり教科書的な
示し方は難しいこと，つながり作りを支援員が 1
人で抱え込まずチームで対応することの大切さを
指摘している．また，“つなげる”とは地域やキー
パーソンと相談者等との関係構築を，“もどし・
つなぎ直す”とは“つなげた”後も相談者等を見
守り相談者等の状況によってつなぎ先との関係性
を再調整することを示している．奥田（2021）は
上記に加えて，伴走型支援は“家族機能の回復”

（家族機能の社会化）を目指すものであり，その
家族機能として，家庭内サービス提供機能（食事，
看護，入浴，教育などの直接的サービス），記憶

（相談者等の生活に生じた事象への対処法の判断
に必要となる，相談者等の生活歴データベース），
つなぎともどしの連続的行使（家族と社会資源と
のつながりの構築及び調整），役割の付与（家族
という居場所と家族内役割の提供），共にいる―
何気ない日常（特に問題のない“日常”を共に過

ごすこと）を挙げている．
『伴走型支援って何？―地域共生社会における

キーワード「伴走型支援」について』（ホームレ
ス支援全国ネットワーク 2020）の“伴走型支援
における専門職の働き”は，先述の奥田（2021）
の示した 3 つの働きと同様であるが，“つながる”
にあたってのアウトリーチの重要性をはじめ，3
つの働きに伴う具体的な行動の説明がなされてい
る．
『伴走型相談支援マニュアル～認知症高齢者グ

ループホームで「認知症伴走型支援事業」に取り
組むために～』（日本認知症グループホーム協会 
2021）は，認知症伴走型支援事業の担い手として
期待される認知症高齢者グループホームが伴走型
支援に取り組む際に必要となる考え方や手順等を
示したものである．この中で，伴走型支援の基本
姿勢として，支援者には「共に走る伴走者」とし
ての関係をつくり，相談者本人とその家族の受容
を促し，共に考え，難しさの中でも自分たちが良
いと思う生き方の選択を支援すること，具体的な
行動を要する課題は，地域の支援や活動に結び付
ける，それらを事業者や団体に相談する等，地域
資源を活用しながら解決や改善に取り組むことが
求められている．また，「伴走型支援を行う」具
体的な行動として，信頼関係を築く，守秘義務を
守る，初回相談時に留意すべき点，相談内容の把
握と緊急対応の要否の見極め，相談の希望には極
力柔軟に応じる，地域包括支援センター等を経由
した相談者の紹介，地域の資源につなぐ，相談内
容等の記録，事業所全体で取り組む，の計 9 項目
が挙げられている．
『自立生活援助の運営ガイドブック』（厚生労働

省 2021）は令和 2 年度障害者総合福祉推進事業
の成果物として作成されたものであり，障害者の
地域生活を支える自立生活援助の活用促進を目的
として，支援に携わる事業所や自治体職員等の
培ってきたサービス提供や運営のノウハウ，重視
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される考え方をまとめている．伴走型支援に関す
る基本的な説明及び支援者の行動は，地域共生社
会推進検討会最終とりまとめや奥田（2021）の示
した 3 つの働きと同様であるが，本ガイドブック
は障害者の自立生活援助という文脈に照らし，伴
走型支援の具体的な行動を挙げている．すなわ
ち，自立生活援助では自立やエンパワメントを支
える上でポイントを絞った訪問や同行支援が有効
であること，それらの直接的支援の中で本人や地
域の良さや強み等のアセスメントが深まること，
自立生活援助の利用期間が終了した後も伴走型支
援を継続することの重要性が記されている．

3．中核センターの伴走型支援
千葉県独自の取組として 2004 年度から開始さ

れた中核センターの支援事業は 2020 年度時点で
県内 13 の福祉健康圏域毎に設置された拠点を中
心に行われており，同年度の相談件数は延べ
82,921 件に及ぶ．中核センターは 2010 年度より
活動白書を作成して中核センター連絡協議会ホー
ムページで公開するとともに，年 1 回報告会を開
催している．本論では，2010～2020 年度の活動
白書における伴走型支援と関連する記述を整理し
た．

2012 年度版の活動白書には，“付き合う”とい
う，伴走型支援に関わる支援者の行動の説明があ
る．この“付き合う”とは，相談者と一緒に，時
には具体的な生活支援によって時間や空間を共有
することを指し，付き合うなかでより具体的な状
況を理解し，相談者の言葉や表情，ふるまいなど
から気持ちを汲み取って言語化し，「なぜこう
なったのか」を一緒に考えることである．この

“付き合う”行動の説明には時間や空間の共有が
“長期に渡る”という要素は含まれていないが，
「目の前に見えている課題の解決にまず動き，そ
の結果や反応を見ながら長期的な支援を考えてい
く」と後述されており，相談者と出会った時点で

必要な緊急対応や目下の問題解決型支援とあわせ
て，長期的な支援が視野に入れられている．この

“付き合う”という行動が確立した背景について，
中核センター事業開始当初，市役所から「クレー
マー扱い」されてしまう人々など，どこに行って
もまともな対応をされない人々と「とにかく付き
合う」ことから始めたという経緯がある（朝比奈
2013）．2013 年度の活動白書においては，中核セ
ンターの相談支援で上記のような“付き合う”対
応を通じて相談者本人やその家族の生活のしづら
さに対するアセスメントを行っていく一方，その
過程で相談者が自己理解を深め，自身や家族の抱
えている問題や課題に気づいていくことを重視し
ていることが記されている．

このことと関連して，2020 年度版活動白書に
おいては長期的にかかわり続ける事例において中
核センターが担う役割が記されている．すなわ
ち，①個人・世帯を丸ごと受け止める支援者・機
関（生きづらさの状況把握や問題整理に時間がか
かり，また関わり方が難しくなる中でも家族各々
の選択をゆるやかに見守る），②（行政への不信
が強いなどの理由で）他の機関につながることが
難しい当事者とつながる支援者・機関，③常に何
らかの問題解決が必要で，結果的につながり続け
ている支援者・機関（家族関係や問題が複雑で全
体説明に時間やエネルギーを要するためなんでも
対応できるワンストップの相談先として機能），
④家族や友人のような関係で長い人生を見守って
いく・見届けていく支援者・機関（当初の問題は
おおむね収束したにも関わらず，日常生活の愚痴
や報告で相談者も必ずしも何らかの対応を望んで
いるわけではないもののつながり続ける）といっ
た役割である．これらの役割を担う中で，人の生
活には改善や解決を求めることが必ずしもよいと
は限らないと気づくこともあり，その人の問題は
その人自身が解決していくものだという，「本人
中心」の理念についての本質的な理解を深め」る
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とある．すなわち，複雑・多様な相談者の生きづ
らさに伴走する中で，相談者が支援に対して好意
的でない事例，一般的には生きづらさと判断され
る状態においても，相談者やその家族の価値観や
自己実現が重要であり，支援者による一方的な支
援提供ではなく当事者が支援を主体的に選びとっ
ていくことが重視されている．

なお，中核センターの活動白書には，その年の
相談支援についての調査報告が掲載されており，
中核センターが相談に対して行った対応が集計さ
れている．2016 年度以降の集計項目（表 1）をみ
ると，直接的な生活支援から契約・手続きのため
の支援，傾聴・話し相手，医療，教育，介護など，
中核センターの支援者の行動は相談者の生活全般

表 1　中核センター活動白書における支援者の行動の集計項目
2016

N=2,889
2017

N=2,666
2018

N=3,040
2019

N=3,032
2020

N=3,161
件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

生活保護の申請支援 139 4.8 128 4.8 172 5.7 148 4.9 162 5.1
公的貸付制度の申請支援 32 1.1 23 0.9 35 1.2 32 1.1 133 4.2
債務整理の支援 85 2.9 60 2.3 98 3.2 65 2.1 65 2.1
年金申請の支援 74 2.6 88 3.3 113 3.7 85 2.8 88 2.8
介護・支援サービスに関する支援 804 27.8 674 25.3 753 24.8 715 23.6 794 25.1
介護・子育て・障害の相談窓口等の紹介 486 16.8 411 15.4 490 16.1 474 15.6 586 18.5
就労に関する支援 220 7.6 198 7.4 218 7.2 175 5.8 208 6.6
住まいに関する支援 424 14.7 4.5 15.2 466 15.3 486 16.0 580 18.3
医療に関する支援 599 20.7 565 21.2 551 18.1 490 16.2 609 19.3
睡眠や服薬等生活管理の支援 86 3.0 81 3.0 77 2.5 38 1.3 53 1.7
金銭管理に関する支援 47 1.6 56 2.1 40 1.3 28 0.9 39 1.2
虐待・暴力への対応 150 5.2 138 5.2 140 4.6 113 3.7 171 5.4
後見申し立ての支援・第三者後見人の紹介 29 1.0 26 1.0 22 0.7 24 0.8 20 0.6
病気や疾病・療育に関する説明・情報提供 541 18.7 317 11.9 351 11.5 354 11.7 430 13.6
教育に関わる支援 189 6.5 185 6.9 146 4.8 126 4.2 173 5.5
家族関係の調整 412 14.3 411 15.4 419 13.8 351 11.6 431 13.6
人間関係の調整 122 4.2 120 4.5 115 3.8 112 3.7 114 3.6
地域の活動団体の紹介 132 4.6 126 4.7 99 3.3 131 4.3 106 3.4
買い物・安否確認等の直接的な生活支援 373 12.9 389 13.7 420 13.8 432 14.2 359 11.4
生活スキルの習得支援 37 1.3 34 1.3 38 1.3 32 1.1 40 1.3
傾聴・話し相手 891 30.8 963 36.1 1118 36.3 1222 40.3 1004 31.8
信頼関係の形成 220 7.6 184 6.9 278 9.1 268 8.8 404 12.8
関係者会議の主催または参加 358 12.4 320 12.0 336 11.1 385 12.7 351 11.1
書類・契約等の手続き支援 78 2.7 96 3.6 118 3.9 113 3.7 136 4.3
通訳の確保 10 0.3 11 0.4 12 0.4 6 0.2 3 0.1
法律家のつなぎ 98 3.4 97 3.6 119 3.9 92 3.0 101 3.0
食糧支援 70 2.4 74 2.8 119 3.9 105 3.5 144 4.6
その他 169 5.8 150 5.4 157 5.2 203 6.7 193 6.0

※千葉県中核地域生活支援センター活動白書の 2018 年度版～2020 年度版をもとに作成



伴走型支援において求められる支援者の行動

－ 107 －

に及ぶものとなっている．この背景には，中核セ
ンター事業創設当時は障害者の相談先が極端に少
なく，障害者虐待防止法等の法律も未整備の状態
であり，障害者の地域生活を支えるためにはあら
ゆる場面で支援が必要であったという経緯がある

（朝比奈 2021）．

4．行動枠組み案
ここまで概観してきた伴走型支援における支援

者の行動特徴を示した記述について意味のまとま
りごとに抽出し，内容の類似性に基づき分類した

（表 2）．結果として，【信頼関係の構築】【コミュ
ニケーション】【関係拡大】【支援の考え方】【状
況に対応】というまとまりが抽出された．
【信頼関係の構築】には，「直接的な生活支援」

「契約・手続き等の支援」「傾聴・話し相手」「見
守り・繋がり続けること」「同行支援」「訪問」「来
所」という，相談者と支援者とが何らかの形で共
に時を過ごし直接やりとりをする機会が含まれ
た．
【コミュニケーション】には，「言語化」「説明・

情報提供」といった相談者が他者とコミュニケー
ションをとるうえで行われる支援，「共に考える」
という相談者と支援者とが生活上の工夫等を話し
合い，一緒に考えて対応を決めていくという項目
が含まれた．
【関係拡大】には，「つなげる」「もどす・つな

ぎ直す」という相談者の他者との関係性を広げる
支援行動や，「つなげない」という特に相談者の
人間関係を広げる行動のみられない状態，「つな
がりを共有」といった支援のための連携構築・対
応にかかわる項目が含まれた．
【支援の考え方】には，「本人主体」「相談者の

ペース・方法の尊重」「終わらない支援」といっ
た，専門職が伴走型支援に携わるうえで求められ
る支援の考え方，方針が含まれた．
【状況に対応】とは，伴走型支援を行っていく

中で必ずしも生じるわけではないが個々のケース
における緊急支援，または相談内容に応じた支援
以外に状況に応じて必要になる支援であり，「家
族支援」「緊急対応」が含まれた．

以上，22 の行動からなる 5 つのまとまりを要
素とした枠組みを行動枠組み案とした．

Ⅲ．中核センターの支援事例における専門
職の行動分析

1．対象
2020 年度活動白書作成時に伴走型支援の事例

として各地域の中核センター職員より持ち寄られ
た 22 事例を分析対象とした．事例は，2021 年 5
月ごろに連絡協議会にて「長期に渡り関わり続け
ている支援事例」として，各地区の中核センター
から 2～3 事例ずつ収集されたものである．事例
の内容は，相談者のプロフィール，相談者と出
会った時の状態，支援の経過，つながり続けてき
た理由，つながり続けることで見えてきたこと・
考察，今後の展望，の 7 項目に整理された状態で
集められた．収集された事例の支援期間は最長
16 年 6 か月，最短 4 か月，平均支援期間は約 9
年 4 か月であった．この支援期間とは支援者と相
談者が最初に繋がった時点から現在までの期間で
あり，支援者と相談者の関わりが断続的な事例も
含まれる．なお，2020 年度活動白書によると，“長
期間”の定義は各中核センターで他の相談者と比
べて関わりが長い事例とし，具体的な期間の目安
は設定せずに事例を収集したとのことであった．

2．手続き
相談者のプロフィールについて各項目の回答を

集計し一覧表を作成した．それ以外の項目から支
援者の行動に関する記述を抜き出し，行動枠組み
案に照らして記述を整理した．なお，事例におけ
る支援者の行動が行動枠組み案のいずれにも当て
はまらない場合は，無理にあてはめずに別カテゴ
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表 2　伴走型支援における専門職の行動枠組み（案）
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リとして取り扱うこととした．

3．倫理的配慮
伴走型支援の事例を扱うにあたり，中核セン

ターより筆者に事例提供を受ける際，相談者の住
所・氏名など個人情報が削除された状態で提供が
なされた．また，本論執筆にあたり，事例の説明
は概要程度にとどめるとともに，引用する際に事
例を特定し得る具体的な機関や地名等は一般名詞
に置き換えた．なお，本研究は日本女子大学人対
象倫理審査委員会の承認を得て行われた（No.449）．

Ⅳ．結果
本研究に提供された 22 事例の概要を表 2 に示

した．22 事例の相談者は男性 12 名（54.5％），女
性 10 名（45.5％），相談者の平均年齢は 44.7 歳

（最年長 73 歳，最年少 17 歳）であった．相談者
のうち，18 歳未満は 1 名，18 歳以上 64 歳以下は
20 名，65 歳以上は 1 名であった．何らかの障害
がある相談者は 20 名，特に障害がない相談者は
2 名であった．障害の種別毎にみると，身体障害
3 名（聴覚障害 1 名，肢体不自由 2 名），知的障
害 7 名，精神障害 11 名であった 2）．

なお，2020 年度活動白書によると，同年度の
総相談件数 82,921 件に占める性別割合は男性
60.1％，女性 38.4%，その他 0.1％，不明 1.4% で
あり，年齢別にみると 18 歳未満約 15％，18 歳以
上 64 歳以下約 60％，65 歳以上約 15％，不明約
10％となっている．また，相談者の世帯別の状況
は，単身世帯約 28％，高齢者世帯約 5％，ひとり
親世帯約 5％，高齢者・ひとり親以外の家族世帯
約 48％，世帯の状況不明約 15％である．相談者
のうち，何らかの障害のある人は 44％（うち，
身体障害約 5%，知的障害約 14%，精神障害約
23％），障害のない人は 56％である 1）．中核セン
ターが相談過程で相談者の障害を疑い，障害者手
帳等の取得や病院受診等を支援した人（以下，手

帳取得支援）は約 19％であった．
中核センターの 22 事例を行動枠組み案に照ら

して分析した結果を表 3 に示した．以下，行動枠
組み案の要素は【 】，支援者の行動は「 」，事例
の記載は『 』を用いて記した．

本分析を通じて新たに作成された項目は「相談
者の希望と異なる行動」及び「相談者の成長を認
識する」であり，これらはいずれも【支援の考え
方】に含まれた．
「相談者の希望と異なる行動」は，『「発信を待

つ」支援は支援者側の都合であり，本人たちは実
は定期訪問を望んでいたと考える』（事例 11）の
ように相談者の求める支援とは異なる行動を支援
者がとることを指している．この行動の中には，
支援者側の都合だけではなく，『本人は「通院の
回数を減らしたい．働きたい」と焦り気味だった
が，積み重ねていく事の大切さを伝えて行った』

（事例 1），『国籍目当ての結婚を持ちかけられる
ことが多く，（中略）結婚するのであれば，補佐
人と中核センター所長に相手を紹介してもらうこ
とを当事者と約束しており，防波堤の役割を担っ
ている』（事例 4）のように，相談者の希望とは
異なるものの，相談者の生活の質の維持・向上に
必要と判断された行動もみられた．
「相談者の成長を認識する」行動は，支援者が

関わり合いの中で相談者にみられた成長を認識し
ていることを示す．『日々の繰り返しを通して
真っ直ぐな言葉でコミュニケーションが出来るよ
うになってきたように感じている』（事例 13），

『支援員の付き添いが無くてもボランティア活動
に参加できるようになった』（事例 17）と，支援
者が継続的に相談者と一緒に過ごす中で捉えられ
た成長が記録されていた．

次に，行動枠組み案の要素ごとに結果を記す．
全ての事例において，【信頼関係の構築】に含

まれる「直接的な生活支援」，「契約・手続き的支
援」，「ただ共にいること」，「訪問」，「同行支援」，
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表 3　事例における相談者の属性一覧
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表 4　中核センターの伴走型支援における支援者の行動分類



社会福祉　第 62 号　2021

－ 112 －

「来所」といった，相談者と支援者とが同じ空間
を共有し直接関わる行動のいずれか 1 つ以上がみ
られていた．「傾聴・話し相手」は，電話（事例
13，15），メール（事例 1）など必ずしも同じ空
間を共にするわけではないが 18 事例でみられて
おり，『家族への依存が強くならないように本人
の頑張りを認めて地域生活の維持を図りたい』

（事例 1），『主に傾聴にて対応．話しをするとスッ
キリしましたと帰っていく．つらい状況になる前
に，相談や発散できるように』（事例 8）など，「傾
聴・話し相手」が相談者にもたらす効果もあわせ
て記されていた．「傾聴・話し相手」の記載のな
い事例 2，9，16，22 のうち，事例 2 は『本質的
な他者との関わりには課題がなかった』相談者か
ら生活について自発的な相談があり，中核セン
ター職員との失敗体験の振り返りが行われてい
た．事例 9 は障害年金受給申請を拒否するなど

『基本的に支援に拒否的』な相談者，事例 16 は
『困ったことを人に言えないので，失踪や部屋に
籠って困っていることをアピールする』相談者，
事例 22 は家族全員に軽度知的障害があり『家庭
内では問題点が隠れてしまっていた』事例であっ
た．
「見守り・繋がり続けること」は事例 12 を除く

すべての事例にみられた．事例 12 には『直接的
な支援からはフェードアウトしていった（中核セ
ンターとしての支援は終結とした）』とあり，そ
の後も相談者からの電話に対応したものの，『少
なくとも支援の終結以降は，中核センターのほう
から本人とのつながりを保とうとしてきたわけで
は決してなかった』と記されていた．
【コミュニケーション】のうち，「言語化」，「説

明・情報提供」という相談者が他者とコミュニ
ケーションをとるうえでのサポートとなる行動
は，自らの考えや感情等を適切な形で表現するこ
とや，一般的な言語によるやりとりが難しい相談
者に対して行われていた．また，これらの支援行

動がみられる事例において，中核センターは③常
に何らかの問題解決が必要で，結果的につながり
続けている支援者・機関としての役割を担う傾向
がみられるとともに，事例の関わり合いの中で何
らかの社会的な繋がりを持つことができている相
談者であった．他方，「共に考える」の例として
は，『失敗体験の振り返りを 2 名体制で行う』（事
例 2），『（相談者）本人含めたケース会議でお金
の使い方，渡し方の話し合い，1 週間分ずつ渡す
ようにする』（事例 6）が挙げられた．

なお，【コミュニケーション】の支援行動のい
ずれもみられなかった事例は 8 例であった（事例
3，5，7，8，9，10，11，18）．これらの事例は，『自
ら SOS を発しない』（事例 3），聴覚障害がある

（事例 10）などコミュニケーションの表出自体が
少ない，もしくは難しい事例であった．
【関係拡大】のうち，「つなげる」「つなげない」

は対になる行動であり，「つなげる」行動は 14 事
例，「つなげない」事例は 8 事例でみられた．「つ
なげる」相手としては，弁護士（事例 4），相談
者の通院先の担当ワーカー（事例 13）など専門
職のほか，後見人（事例 10），家族（事例 14）も
挙げられた．また，「もどす・つなぎ直す」行動
は，利用する施設探し・施設変更・退所（事例 1，
2，16，20，21），離職・職探し（事例 5）に関す
る記述の中にみられていた．それに対し，「つな
げない」事例には，『信仰する宗教の教祖の教え
で，他支援者の関りを拒否』（事例 7），『社会に
対する心理的な警戒があまりにも強いために見学
や申請，受診などできず』（事例 11）のように，

「つなげない」背景にある相談者や周辺環境の要
因が記されていた．また，「つなげない」8 事例
のうち，7 事例（3，7，8，9，11，15，18）には【コ
ミュニケーション】に該当する支援行動の記述が
見当たらなかった．残る事例 13 には「共に考え
る」に該当する行動がみられた．具体的には，生
活費の管理支援を求める一方で気が滅入ると支援
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者に電話を頻繁にかける傾向があり，電話による
「傾聴・話し相手」と「訪問」が続けられる中で，
1 回の電話にかかる時間や通話料，訪問頻度など
を相談者と支援者とが話し合う過程が記録されて
いた．
「つながりを共有」した相手は相談者を支援す

る他の専門職や相談者の家族であり，支援のため
の会議開催・参加（事例 2，5，6，12，20）も含
まれていた．「つながりを共有」する支援行動の
みられなかった事例は，支援開始期に支援チーム
がある程度形成され，中核センターの役割が決
まっていた事例（事例 1，3），何らかの理由によ
り他者との関係性作りが難しく，まずは相談者と
支援者の信頼関係構築が求められていた事例（7，
9，10，16）及び支援内容が「傾聴・話し相手」
が主であるなど支援チームを形成しなくとも支援
を十分提供していける事例（8，11，13，18）で
あった．
【支援の考え方】のうち，「終結しない支援」は

事例 12 を除くすべての事例に記載がみられた．
『自分から SOS を発しないので，孤立してしまわ
ないように関りは継続した方が良いと考え支援を
継続している』（事例 3），『今後も訪問の継続と，
不安を感じた時の電話・隣接病院受診後の立寄を
適宜促しながら，「不安を感じた時の中核セン
ター」であり続けるよう働きかけたい』（事例
15）のように，「見守り・繋がり続けること」自
体が長期的に見ても相談者の継続的な生活の維持
に必要であることを，相談者に対する理解と照ら
しあわせた記録がみられた．
【状況に対応】した行動のうち，「家族支援」と

して，家族の障害に起因する課題への対応（事例
5，8，22），家族の感じたストレスの傾聴（事例
11），家族の経済困窮に対する支援（事例 16），
家族と他の支援者とのコミュニケーション支援

（事例 20）がみられた．また，「緊急対応」として，
緊急一時宿泊所の利用（事例 2）が記されていた．

Ⅴ．考察
1．事例に共通してみられた支援者の行動

行動枠組み案を用いて，中核センターの事例に
おける支援者の行動を分析した結果，【信頼関係
の構築】に向けて支援者と相談者とが直接的にか
かわる行動，「見守り・繋がり続けること」，「終
わらない支援」であるという認識はほとんどの事
例に共通していた．他方，それ以外の行動につい
ては，22 事例の一部にのみみられた．
『地域共生社会推進検討会最終とりまとめ』の

伴走型支援の説明には，相談者本人やその世帯の
変化に対して“寄り添う”要素が示されていた．
相談者やその世帯に伴走する中で生じる問題解
決，ライフステージの移行，環境，相談者や家族
の心情など，伴走型支援を行う中で生じる変化は
多様であるが，本研究の結果に示された相談者と
支援者との直接的な関わりはこの多様な変化に対
する寄り添いが具体的な行動として示されたもの
と考えられる．また，変化を捉えるには経時的な
観察や状況把握が必須であることから，寄り添い
を実現する前提として継続的に「見守り・繋がり
続けること」や「終わらない支援」の認識は支援
者に求められる．これらの特徴は従来の課題解決
型支援のみの提供とは異なる支援のあり方である
と考えられる．他方，事例の一部にのみみられた
支援行動は，相談者のニーズやコミュニケーショ
ン能力，家族の状況等に応じて行われたものであ
る．すなわち，中核センターの 22 事例に共通し
てみられた上記の行動特徴は伴走型支援において
必須の行動であり，それ以外の支援行動は行動レ
パートリーとしては存在していたと考えられる．

2．「つなげる」か否かの判断
本論でとりあげた文献に共通してみられた支援

行動として「つなげる」が挙げられる．「つなげ
る」は，相談支援の担い手以外に地域生活を支え
る専門職や制度，相談者自身の生活上のキーパー
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ソンなど，つなぎ先として想定される相手は資料
によって異なるものの，相談者と社会資源とのつ
ながりを広げていく方向性は伴走型支援に関する
文献に共通していた．

しかし，中核センターの事例の中には「つなげ
ない」判断もみられており，少なくとも全ての事
例において支援者はアセスメントをもとに「つな
げる」か否かを判断する瞬間があると考えられ
た．「つなげない」8 事例はいずれも，他者との
コミュニケーションに対して消極的，あるいは独
自の特徴があり，他者との関係性を作ること自体
に何らかの困難のある状態である．さらに，8 事
例のうち 7 事例は【コミュニケーション】に該当
する支援行動が全く見られない状態であった．

【コミュニケーション】に含まれた項目のうち，
「言語化」「説明・情報提供」という行動は，相談
者のコミュニケーションに対する消極的な状態や
独自の特徴を知らない，あるいはそれに対して即
座に応じることが難しい相手とのコミュニケー
ションの際に要する支援であり，「つなげない」
場合には【コミュニケーション】にかかわる支援
行動も生じない．なお，「つなげる」行動がみら
れた事例の中にも，【コミュニケーション】に関
わる支援行動がみられなかった事例がある（事例
5，10）．このうち，事例 5 は相談者本人を含めて
家族全員に何らかのコミュニケーション上の困難
がみられ，事例 10 の相談者は高齢の聴覚障害者
で情報理解の難しさが指摘されていた．つまり，
伴走型支援を必要とする相談者には一定数，障害
や支援に対する考え方等，何らかの理由でコミュ
ニケーションの成立しづらい状態がみられた．支
援者は信頼関係の構築のための直接的支援をする
際にも相談者のコミュニケーション上の困難につ
いて理解を深め，その困難に応じた行動を考え，
実践する．この時，支援者が考え，実践したコ
ミュニケーション方略はあくまでその支援者と相
談者の一対一の関係性の中で培われたものであ

り，その支援者以外の人と相談者との間で同様の
方略がコミュニケーションを成功に導くか，すな
わち支援者の方略が一般化できるか否かは不明で
ある．支援者が相談者を社会的に「つなげる」の
であれば，支援者と同じ方略が支援者以外の人と
相談者との間で有効であるか，検証する必要があ
る．見知らぬ他者とのやり取りに負担を感じる相
談者もいる中，「つなげる」方略の一般化は容易
ではない．

以上より，伴走型支援において相談者と支援者
とが信頼関係を構築するうえで必要不可欠である
直接的な関わりは必ず生じる一方，社会に「つな
げる」行動を支援者がするか否かは，相談者のコ
ミュニケーション能力や他者とかかわる意欲等を
支援者がアセスメントし，判断した結果として生
じていると考えられた．

3）「本人主体」と支援における意思決定について
「本人主体」という考え方の重要性は，伴走型

支援に言及した複数の資料（厚生労働省 2019；
奥田 2021；千葉県中核地域生活支援センター
2021）に示されていた．中核センターの事例にお
いても，『現状を否定したり改善にこだわらず，
本人の続けたい生活に伴走していくことが大切』

（事例 19）のように相談者の価値観や意志，生活
状況について一般的な価値観と異なるものだった
としても寄り添っていく意識が記されていた．一
方，中核センターの事例においては，「相談者の
希望と異なる行動」もみられ，相談者本人が支援
に対して拒否的であったとしても見守り，何らか
の形で「つながり続ける」行動もみられた．この
ことと関連して，「本人主体」に関する言及のう
ち，奥田（2021）の伴走型支援における「本人主
体」は，自己選択・自己決定という相談者の行動
に焦点があてられているが，中核センターの「付
き合う」行動の説明においては，「相談者のペー
スや方法を尊重」するという支援者の行動も記さ
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れている．必ずしも相談者が支援に好意的でない
中，相談者の主訴や生活環境等の理解を基盤とし
て，パターナリズムな対応を避けることはもとよ
り，相談者の主訴に対して迎合的になりすぎない
ようにする意識も重要であると考えられた．

4）“専心”を実現するための体制整備
厚生労働省（2019）は伴走型支援に“寄り添う”

という要素を盛り込み説明していた．“寄り添う”
営みを構成する要素のうち，継続的な関係性や意
思決定のあり方に関する考え方には支援者の行動
分類にその要素が含まれた．他方，Mayeroff

（=1987）の示す“専心”に該当する支援者の行
動は文献には示されず，中核センターの事例の記
述からも抽出されなかった．しかし，先述の通り
中核センターの支援者は，「同行支援」や「訪問」
など相談者の生活の場に足を運ぶことが多く，対
象を限定しない“断らない相談支援”を支援コン
セプトとしている．このコンセプトや，「相談者
のペースや方法を尊重」する支援を実現するうえ
で必要となる，支援期間や支援内容を制限され
ず，支援者の組織的な異動などにも左右されない
支援環境が中核センターには整備されている．こ
のように，相談者一人一人に対して専心すること
を可能とする支援の仕組みを整備することは，
個々の支援事例を支援者個人が抱え込むことによ
る過重負担や共依存といった問題の防止にも寄与
するものであり，伴走型支援の実現に必要であ
る．

Ⅵ．まとめ
本論では，伴走型支援に関する文献をもとに支

援行動を整理して枠組みを構築し，中核センター
の 22 事例における支援者の行動及び思考の記録
を分析枠組みに照らして分析した．その結果，21
の支援行動が抽出され，【信頼関係の構築】【コ
ミュニケーション】【関係拡大】【支援の考え方】

【状況に対応】という 5 種類の要素に大別された．
この行動枠組み案を用いて中核センターの支援事
例を分類したところ，枠組みに合致しない支援行
動も抽出され，支援行動が 23 種類となった．ま
た，22 事例全てにおいて「直接的な生活支援」「契
約・手続き的支援」「同行支援」「訪問」といった
何らかの形で，相談者と支援者とが一緒に時を過
ごし直接関わりあっていたこと，ほとんどの事例
において「見守り・繋がり続けること」自体が支
援行動であると捉えられ，「終わりのない支援」
であるとの認識を支援者がもっていたことが明ら
かとなった．一方，相談者を支援者以外の個人・
団体とつなぎ，社会における相談者の関係性を広
げていく支援行動，及び相談者をつないだ先から

「もどし・つなぎ直す」支援行動がみられた事例
は一部であり，「つなげる」か否かの判断には，
相談者のコミュニケーション上の困難や独自の特
徴が関係すると考えられた．また，「本人主体」
の概念は伴走型支援の文献に共通してみられた
が，自己選択・自己決定に言及する内容と，「相
談者のペースや方法を尊重」することに言及する
内容とがみられた．この点について，中核セン
ターの支援事例を分析した結果からは，「相談者
の希望と異なる行動」もみられており，相談者本
人が支援に対して拒否的であったとしても見守
り，何らかの形でつながり続ける事例もみられ
た．加えて，こうした中核センターの支援を“断
らない相談支援”として実現するにあたっては，
中核センターで取り組まれていた土日・夜間の当
番制による電話対応やメール対応，支援行動の制
度的制限，支援者の組織的な異動などに左右され
ずに“専心”できる支援環境が必要と考えられた．

本研究の成果として，伴走型支援の支援者に求
められる行動，及びレパートリーとして備えてお
くべき行動が具体的に明らかになるとともに，伴
走型支援の実現にあたって支援者が働く組織に求
められる支援体制整備の重要性にも言及すること
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ができた．一方，本研究の限界として，今回明ら
かにした伴走型支援に求められる支援者の行動
は，あくまで中核センターの一部の事例に照らし
て確かめた段階である，という点が挙げられる．
今後は，今回作成された行動枠組みを他の支援事
例にも照らしていき，地域や支援体制を超えて伴
走型支援の判別にこの行動枠組みが使用可能であ
るか否かを検証していく必要がある．

註
 1）2020 年度中核センター活動白書においては，相談

者の年齢段階別の人数及び具体的な割合の数値は

掲載されておらず，棒グラフによって示されてい

る．

 2）事例の中には重複障害の相談者も含まれているた

め，1 事例に対し複数の障害が集計されている場合

がある．
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本研究は JSPS 科研費 JP19H01420 の助成を受
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